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○富山県興行場法施行規則 

昭和59年９月29日 

富山県規則第41号 

〔富山県興行場法施行細則〕を次のように定め、公布する。 

富山県興行場法施行規則 

（平12規則37・改称） 

富山県興行場法施行細則（昭和23年富山県規則第54号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、興行場法（昭和23年法律第137号。以下「法」という。）、興行場法

施行規則（昭和23年厚生省令第29号）及び富山県興行場の公衆衛生上の基準を定める条

例（昭和59年富山県条例第31号）に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（平12規則37・追加） 

（営業許可の申請） 

第２条 法第２条第１項の規定により許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書

（様式第１号）をその興行場の所在地を所管する富山県厚生センター条例（平成14年富

山県条例第２号）第１条に規定する厚生センターの長（以下「厚生センター所長」という。）

に提出するものとする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 興行場の周囲200メートル以内の見取図 

(2) 興行場の各階平面図及び断面図 

(3) 興行場又はその敷地が申請者以外の者の所有である場合は、これらの所有者の承諾

書 

(4) 申請者が法人（地方公共団体を除く。）である場合は、定款又は寄附行為の写し及

び法人の登記事項証明書 

（昭61規則47・旧第２条繰上・一部改正、平12規則37・旧第１条繰下・一部改正、

平13規則27・平14規則44・平17規則２・令２規則61・令５規則43・一部改正） 

（譲渡による営業承継の届出） 

第２条の２ 法第２条の２第２項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をし

ようとする者は、譲渡による興行場営業承継届出書（様式第１号の２）を厚生センター所

長に提出するものとする。 
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２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 営業の譲渡が行われたことを証する書類 

(2) 届出者が法人（地方公共団体を除く。）の場合にあつては、届出者の定款又は寄附

行為の写し及び法人の登記事項証明書 

（令５規則43・追加） 

（相続による営業承継の届出） 

第３条 法第２条の２第２項の規定により相続による法第２条第１項の許可を受けて興行

場営業を営む者（以下「営業者」という。）の地位の承継の届出をしようとする者は、相

続による興行場営業承継届出書（様式第２号）を厚生センター所長に提出するものとする。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）第247条第５項の規定に

より交付を受けた同条第１項に規定する法定相続情報一覧図の写し 

(2) 相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継す

べき相続人として選定された者にあつては、その全員の興行場営業者相続同意証明書

（様式第３号） 

（昭61規則47・追加、平12規則37・旧第２条繰下、平13規則27・平14規則44・令

２規則61・令５規則43・一部改正） 

（合併又は分割による営業承継の届出） 

第４条 法第２条の２第２項の規定により、合併による営業者の地位の承継の届出をしよう

とする者は合併による興行場営業承継届出書（様式第４号）を、分割による営業者の地位

の承継の届出をしようとする者は分割による興行場営業承継届出書（様式第５号）を厚生

センター所長に提出するものとする。 

２ 前項の届出書には、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割に

より興行場営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書を添付す

るものとする。 

（平13規則27・全改、平14規則44・平17規則２・一部改正） 

（変更等の届出） 

第５条 営業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から10日

以内に、興行場営業許可事項変更（停止・廃止）届出書（様式第６号）により厚生センタ

ー所長にその旨を届け出るものとする。ただし、第３号及び第５号の場合にあつては戸籍

法（昭和22年法律第224号）第86条第１項に規定する届出義務者が、第４号の場合にあつ
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てはその法人の清算人が届け出るものとする。 

(1) 第２条の申請書又は前３条の届出書に記載した事項を変更したとき。 

(2) 営業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。 

(3) 営業者が死亡したとき。 

(4) 営業者である法人が解散したとき。 

(5) 営業者が所在不明となつたときから６月を経過したとき。 

(6) 許可を受けた日から６月以内に営業を開始しないとき。 

(7) 引き続き６月以上休業しようとするとき。 

２ 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するも

のとする。 

(1) 営業施設の構造設備の変更の場合 変更内容を示す図面 

(2) 前号以外の変更の場合 変更内容を証する書類 

(3) 廃止の場合 営業許可書 

（昭61規則47・旧第３条繰下・一部改正、平12規則37・旧第４条繰下・一部改正、

平13規則27・平14規則44・令５規則43・一部改正） 

附 則 

この規則は、昭和59年10月１日から施行する。 

附 則（昭和61年規則第47号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和61年６月24日から施行する。 

附 則（平成６年規則第15号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（平成12年規則第37号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

３ この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりした許可、認

可その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりした許可、

認可その他の行為とみなす。 

４ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりされて

いる許可の申請、届出その他の手続は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規

定によりされた許可の申請、届出その他の手続とみなす。 

５ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（平成13年規則第27号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりされて

いる許可の申請、届出その他の手続は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規

定によりされた許可の申請、届出その他の手続とみなす。 

附 則（平成14年規則第44号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成14年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりされて

いる許可の申請、届出その他の手続は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規

定によりされた許可の申請、届出その他の手続とみなす。 

附 則（平成15年規則第83号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（平成17年規則第２号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成17年３月７日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（令和２年規則第11号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条の規定による改正前の富山県興行場法施行規則に定める様式による用紙は、当分

の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和２年規則第61号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年12月15日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（令和３年規則第29号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（令和５年規則第43号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年12月13日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の

調整をして使用することができる。 

附 則（令和７年規則第49号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年10月１日から施行する。 
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（廃止条例附則第２項の規定による使用） 

２ 富山県収入証紙条例を廃止する等の条例（令和６年富山県条例第61号。以下「廃止条

例」という。）附則第２項の規定により、同項に規定する収入証紙を使用する場合にあっ

ては、第３条から第21条までの規定による改正前のそれぞれの規則に定める様式につい

ては、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）から令和８年３月31日までの間、

なお従前の例による。 

（廃止条例附則第３項の規定による還付） 

３ 廃止条例附則第３項の規定により、収入証紙を保有する者がこれを知事に返還して金額

の還付を受けようとするときは、収入証紙購入金額還付承認申請書（附則様式第１号）に、

返還する収入証紙を添付して、知事に提出するものとする。 

（廃止条例附則第４項の規定による還付） 

４ 廃止条例附則第４項の規定により、売りさばき人が収入証紙を返還するときは、収入証

紙金額還付請求書（附則様式第２号）（以下「還付請求書」という。）に、返還する収入

証紙を添付して、知事に提出するものとする。 

５ 前項の規定において、令和７年10月31日までに売りさばき人が還付請求書を知事に提

出するときは、第１条の規定による廃止前の富山県収入証紙条例施行規則（以下「旧規則」

という。）別表第２に掲げる金融機関（以下「取扱店」という。）を経由するものとする。 

６ 取扱店は、前項の規定により売りさばき人から還付請求書の提出があったときは、添付

された収入証紙を受高に繰り入れ、還付請求書を調査し、証明の上、知事に提出するもの

とする。 

（富山県収入証紙条例施行規則の廃止に伴う経過措置） 

７ 令和12年９月30日までの間、旧規則第２条の規定は、なおその効力を有する。 

８ 施行日前の収入証紙の売りさばき代金については、旧規則第９条第２項の規定は、なお

その効力を有する。 

９ 取扱店は、保有する収入証紙を令和７年10月31日までに知事に返還するものとする。

この場合において、旧規則第10条及び第11条の規定は、なおその効力を有するものとし、

旧規則第11条中「３月31日まで」とあるのは「10月31日まで」と、「４月10日まで」と

あるのは「同日まで」とする。 

10 前項の規定による返還がなされるまでの間、旧規則第13条の規定は、なおその効力を

有する。 

11 廃止条例附則第２項の規定により、なお従前の例により収入証紙を使用することがで
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きる令和８年３月31日までの間、旧規則第３条、第４条、第14条及び第15条の規定は、

なおその効力を有する。この場合において、旧規則第14条中「４月10日まで」とあるの

は、「同日まで」とする。 

（様式に関する経過措置） 

12 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要

の調整をして使用することができる。 
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附則様式第１号（附則第３項関係） 

附則様式第２号（附則第４項関係） 

様式第１号（第２条関係） 

（平11規則４・平14規則44・平15規則83・令２規則11・令２規則61・令３規則29・

令５規則43・令７規則49・一部改正） 

様式第１号の２（第２条の２関係） 

（令５規則43・追加） 

様式第２号（第３条関係） 

（平13規則27・全改、平14規則44・令２規則61・一部改正） 

様式第３号（第３条関係） 

（昭61規則47・追加、平６規則15・平11規則４・平12規則37・平14規則44・令３

規則29・一部改正） 

様式第４号（第４条関係） 

（平13規則27・全改、平14規則44・平17規則２・一部改正） 

様式第５号（第４条関係） 

（平13規則27・全改、平14規則44・平17規則２・一部改正） 

様式第６号（第５条関係） 

（平13規則27・追加、平14規則44・一部改正） 

 


